
別紙② 

 

宅地造成に伴う雨水浸透施設の効果 

 

（仮称）吹田円山町開発事業地内の雨水浸透について、現状と浸透施設を設置する計画で 

どうのように変化するかの確認をする。 

 

1. 検討条件 

  降雨した雨が流出する流量計算において、雨水浸透を考慮した流出係数によって雨水流出

量が変化する。その雨水流出量で流出しない量が雨水浸透量とし、現状と計画の違いを比較す

る。 

・ 流出係数とは、降雨した雨量が雨水浸透等を除いた、表面で流れ下流側溝若しくは公共下水

道 へ流れる量の比率です。 

・ 比較する降雨量は、浸透ではなく表面排水となる洪水対策の雨水抑制検討する豪雨でなく、 

浸透し易い状態の降雨量とする。 

 

 

【雨水対策の流れ】 

 

国土交通省河川局治水課「雨水浸透施設の整備促進に関する手引き（案）」より出典 
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【雨水浸透桝の特徴】 

 
国土交通省河川局治水課「雨水浸透施設の整備促進に関する手引き（案）」より出典 

 

 

【浸透施設効果の降雨量】 

 

国土交通省河川局治水課「雨水浸透施設の整備促進に関する手引き（案）」より出典 

   降雨量=5mm/hr を採用 
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【浸透施設の設置場所】 

 

①現状の浸透効果のある場所・・・図 12 .10-3 の相観植生図から裸地人工構造物以外の植生地 

植生地面積＝40,480 ㎡（全体面積の 52.0％) 

 

②土地利用計画・・・表 3-1 土地利用計画の宅地 

宅地面積＝47,960 ㎡（全体面積の 61.7%) 

 

①＜②により、現況よりも面積の大きい宅地の中に浸透施設の設置を計画する。 

 

なお、土地利用計画において公園及び植栽を計画する歩車共存道路等の浸透効果を見込むこ

とが出来る用途については、安全側として比較検討から除く。 

 

 

 

【流出係数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹田市開発事業の手続きに関する条例施行基準より抜粋 
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2. 浸透の変化 

(1) 宅地内の浸透桝を考慮しない浸透量の変化 

吹田市条例基準より、流出係数は 0.7 から 0.9 に増加する。 

 

・現状 ： 1/360×5mm/hr×7.773ha×0.7×3600=272.1m3/hr 

・計画 ： 1/360×5mm/hr×7.773ha×0.9×3600=349.8m3/hr 

 

※現状より計画の方が流出量が 77.7m3/hr 増になり、逆に浸透量が減になる。 

 

 

 

【雨水浸透桝の構造】 

 

製品メーカカタログより出典 
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【雨水浸透桝の配置】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③雨水浸透桝能力 

 

製品メーカカタログより出典 

③雨水浸透桝の効果 

・雨水浸桝の浸透量＝0.276m3/hr/個×300 戸=82.8m3/hr 

∴宅地開発による浸透量減=77.7m3/hr＜82.8m3/hr 

宅地内最終放流桝に浸透桝を各戸に設置することで、現状の開発区域以上の浸透能力のあ

る計画となる。 

 

 

道路勾配 

雨水浸透桝 

公共下水道へ放流 
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